
　

恩
給
法　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

附
則
三
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

第
五
八
条
ノ
二
【
同
前
】
普
通
恩
給
及
増
加
恩
給
ハ
之
ヲ
受
ク
ル
者
三
年
以

下
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
月
ノ
翌
月
ヨ
リ

其
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
迄
之
ヲ

停
止
ス
但
シ
刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
停
止
セ
ズ

其
ノ
言
渡
ヲ
取
消
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
取
消
ノ
月
ノ
翌
月
ヨ
リ
刑
ノ
執
行
ヲ

終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
月
迄
之
ヲ
停
止
ス

第
七
七
条
【
受
刑
に
よ
る
扶
助
料
の
停
止
】
①
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者
三
年
以

下
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
ノ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
月
ノ
翌
月
ヨ
リ

其
ノ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
其
ノ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル

月
迄
扶
助
料
ヲ
停
止
ス
但
シ
刑
ノ
執
行
猶
予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ

扶
助
料
ハ
之
ヲ
停
止
セ
ス
其
ノ
言
渡
ヲ
取
消
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
取
消
ノ
月

ノ
翌
月
ヨ
リ
刑
ノ
執
行
ヲ
終
リ
又
ハ
執
行
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
至
リ
タ

ル
月
迄
之
ヲ
停
止
ス

②
　（
略
）
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